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第
六
十
二
条
の
二
の
十
第
一
号
中
「
第
六
十
二
条
の
二
の
十
四
第
四
号
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
同
条

第
四
号
中
「
こ
の
号
及
び
第
六
十
二
条
の
二
の
十
四
第
七
号
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
附
帯
情
報
処

理
業
務
を
行
う
こ
と
。

イ

附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な

く
、
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

ロ

公
正
に
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

\

附
帯
情
報
処
理
業
務
に
必
要
な
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
す
る
こ
と
。

]

附
帯
情
報
処
理
業
務
の
用
に
供
す
る
電
子
計
算
機
（
以
下
「
附
帯
情
報
処
理
設
備
」
と
い
う
。）を
不
正

ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
防
御
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

^

附
帯
情
報
処
理
設
備
を
設
置
す
る
施
設
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

_

従
業
者
に
対
し
、
附
帯
情
報
処
理
業
務
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
施
す
こ
と
。

`

第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
又
は
通
知
を
受
け
た
事
項
を
記
録
す
る
磁
気
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
し
た
事
項
と
同
一
の
事
項
を
記
録
す
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
調
製
す
る
こ
と
。

a

附
帯
情
報
処
理
設
備
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
附
帯
情
報
処
理
設
備
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
た
場

合
に
、
速
や
か
に
当
該
支
障
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

b

附
帯
情
報
処
理
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該
委
託
し
た
業
務
が
]
か
ら
a
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
、
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
こ

と
。

ハ

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
者
に
委
託
す
る
場
合
を
除
き
、
附
帯
情
報
処
理
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他

人
に
委
託
し
な
い
こ
と
。

\

委
託
を
受
け
た
附
帯
情
報
処
理
業
務
に
必
要
な
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
す
る
こ
と
。

]

法
第
九
十
六
条
の
三
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

^

正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
委
託
を
受
け
た
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

_

公
正
に
、
か
つ
、
ロ
]
か
ら
a
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
附
帯
情

報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

`

自
ら
委
託
を
受
け
た
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

第
六
十
二
条
の
二
の
十
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
六
十
二
条
の
二
の
六
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
届
出
書
に
第
六
十

二
条
の
二
の
五
第
二
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
二
条
の
二
の
十
四
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

附
帯
情
報
処
理
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

ロ

附
帯
情
報
処
理
業
務
に
関
す
る
料
金
、
そ
の
算
出
根
拠
及
び
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

ハ

附
帯
情
報
処
理
設
備
を
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
防
御
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

ニ

附
帯
情
報
処
理
設
備
を
設
置
す
る
施
設
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

ホ

第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
又
は
通
知
を
受
け
た
事
項
を
記
録
す
る
磁
気
デ
ィ
ス

ク
に
記
録
し
た
事
項
と
同
一
の
事
項
を
記
録
す
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
調
製
に
関
す
る
事
項

ヘ

附
帯
情
報
処
理
設
備
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
事
項

ト

附
帯
情
報
処
理
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
委
託
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該

者
の
監
督
に
関
す
る
事
項

チ

附
帯
情
報
処
理
業
務
に
関
す
る
情
報
を
漏
え
い
し
、
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
従
業
者
の
処
分
に
関
す
る

事
項

リ

そ
の
他
附
帯
情
報
処
理
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

第
六
十
二
条
の
二
の
十
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
七

法
第
九
十
六
条
の
十
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
登

録
情
報
処
理
機
関
が
定
め
る
電
磁
的
方
法
（
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作

成
で
き
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
。

第
六
十
二
条
の
二
の
十
八
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
件
数

イ

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
件
数
及
び
回
答
し
た
件
数

ロ

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
通
知
に
つ
い

て
、
第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
件
数
及
び
回
答
し
た
件
数

ハ

第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
提
供
を
受
け
た
件
数
及
び
回
答
し
た
件
数

第
六
十
三
条
中
「
自
動
車
（
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車

を
除
く
。）」
を
「
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
（
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の

小
型
自
動
車
を
除
く
。）に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
の
発
行
及
び
交
付
に
代
え
て
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
譲
受
人
か
ら
の
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
て
、
当
該
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
譲
受
人
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に

よ
り
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
登
録
情
報
処
理
機
関
へ
の
提
供
を
承
諾
し
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
登
録

情
報
処
理
機
関
に
対
し
、
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
譲
受
人
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
と

き
は
、
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
を
発
行
し
、
こ
れ
を
当
該
譲
受
人
に
交
付
し

た
も
の
と
み
な
す
。

第
六
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
十
三
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
）

第
六
十
四
条
の
二

法
第
三
十
三
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、次
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。

一

登
録
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
自
動
車

二

自
動
車
を
譲
渡
す
る
者
が
当
該
自
動
車
に
関
し
て
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
譲
渡
証
明
書
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
自
動
車

第
六
十
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
百
二
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
六
十
九
条
の
二

法
第
百
二
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
が
あ

つ
た
日
か
ら
十
五
日
間
と
す
る
。

（
申
請
等
の
却
下
）

第
六
十
九
条
の
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
百
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
却
下
し
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
等
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
二
新
規
検
査
及
び
予
備
検
査
の
項
第
二
号
中
「
提
出
が
あ
る
自
動
車
の
検
査
」
を
「
提
出
（
法
第
五
十
九

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
つ
て
提
出
に
代
え
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
あ
る
自
動
車
の
検
査
」に
改
め
、「
当
該
完
成
検
査
終
了
証
」の
下
に「（
法

第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
る
完
成
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

含
む
。）」
を
加
え
る
。

š
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